
防府市留守家庭児童学級保育基準                      

                              

（趣旨） 

第１条 この防府市留守家庭児童学級保育基準（以下、「基準」という。）は、防府市留守家庭

児童保育施設設置及び管理条例施行規則（平成１１年３月３１日規則第１４号）第４条

の審査を行うにあたり、次のとおり基準事項を具体的に定めるものとする。 

保育の必要性の事由 具 体 的 な 状 態 

１ 居宅内外で労働する

ことを常態としている

こと。 

①  原則として、就労日数が月１６日以上かつ就労時間が午後２

時から午後６時３０分までの間の時間を含み１日４時間以上あ

るもの。（※長期休業のみ利用の場合は月１６日以上かつ１日

４時間以上就労しているもの。） 

② 変則勤務の場合は、週３２時間以上の就労時間であるときは、

①の一部を満たさなくても可とする。 

③ 夜間、労働に従事し、昼間に休養することを常態としているも

の。 

④ 農業の場合は、耕作面積３０アール以上または農産物販売金額

が５０万円以上のもの。 

２ 妊娠中であるか又は

出産後間がないこと。 

①  出産予定日から起算して前８週間の属する月又は出産日から

起算して８週間を経過する日の翌日が属する月の末日までの期

間にあって、出産の準備又は休養が必要な状況にあるもの。 

② 産前については、①の期間外であっても、医師より特別な安静

を必要とされている場合を含む。 

③ 出産は、妊娠３か月以上の分娩で、死産及び早産、流産を含む。 

３ 疾病にかかり、若し

くは負傷し、又は精神

若しくは身体に障害を

有していること。 

① 入院療養又は自宅療養しているもの。ただし、自宅療養者につい

ては、通院加療を行い、療養のため児童の保育に支障があると認め

られるもの。産後の不良を含む。 

② 療育手帳の交付を受け、重度又は中度と判定されたもの。 

③ 身体障害者手帳の交付を受け、１級から３級に判定されたもの。 

④ 精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、１級に判定されたもの。 

⑤ ②、③及び④の判定のないものであっても、障害の程度によっ

て児童の保育に支障があると認められるもの。 

４ 同居の親族（長期間

入院をしている親族を

含む）を常時介護又は

看護していること。 

① 同居の親族である臥床者及び心身障害者(児)を病院又は自宅に

おいて常時介護しており児童の保育に支障があると認められるも

の。 

② 介護の対象となる臥床者及び心身障害者(児)とは、療育手帳の

交付を受け、重度又は中度と判定されたもの、身体障害者手帳の

交付を受け、１級から２級に判定されたもの、精神障害者保健福

祉手帳の交付を受け、１級に判定されたもの及び医師により親族

による介護が必要であると判断されたもの。 

③ 常時介護とは、原則として月１６日以上かつ午後２時から午後

６時３０分までの間の時間を含み１日４時間以上、看護に従事す

ることをいう。なお、病院、養護学校及び障害者(児)施設等に、

通院、通学及び訓練等のため、付き添いをしているものを含む。 

５ 震災、風水害、火災

その他の災害の復旧に

当たっていること。 

震災、風水害、火災その他の災害により自宅や近隣の復旧に当

たっているもの。 



６ 求職活動（起業の準

備を含む）を継続的に

行っていること。 

昼間、求職活動（起業の準備を含む。）を継続的に行っており

入級後９０日以内に就労するもの。 

７ 次のいずれかに該当

すること。 

① 学校教育法に規定する学校、専修学校、各種学校その他これら

に準ずる教育施設に在学しているもの。 

② 職業能力開発促進法に基づく公共職業能力開発施設において行

う職業訓練、職業能力開発総合大学校において行う指導員訓練等、

又は職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法

律に規定する認定職業訓練等を受けているもの。 

③ ①、②は、月１６日以上かつ午後２時から午後６時３０分まで

の間の時間を含み１日４時間以上、通所により就学するもの。 

８ 次のいずれかに該当

すること。 

① 児童虐待を行っている又は再び行われるおそれがあると認めら

れるもの。 

② 配偶者からの暴力により児童の保育を行うことが困難であると

認められるもの。 

９ 市長が、認める前各

号に類する状態にある

こと。 

① 防府市犯罪被害者等支援条例に規定する犯罪被害者等で、児童

の保育を必要としているもの。 

② 基準４号②、③に該当する別居の親族の常時介護のため児童の

保育に支障があると認められるもの。 

② その他児童の保育に支障がある状態と特に認められるもの。 

 

（注）１ 上記保育の必要性の事由に該当する場合でも、６５歳未満の同居の親族やその他の者

が、児童の保育に当たることができる場合は、この限りでない。 

２ なお、防府市留守家庭児童保育施設設置及び管理条例施行規則第３条の定員の「

概ね」の扱いについては「１割」と解釈することとし、適切な保育をするための

各施設の許容範囲と考えるものとする。 

３ また、その定員を超える場合は、入級選考基準により審査する。 

 （決裁区分） 

第２条 この基準の決裁区分は、課長専決事項とする。 

附 則 

１ 従前の基準は、廃止する。 

 （施行期日） 

２ この基準は、平成２０年４月１日から施行する。 

附 則 

この基準は、平成２２年４月１日から施行する。 

附 則 

この基準は、平成２５年４月１日から施行する。 

附 則 

この基準は、平成２７年４月１日から施行する。 

附 則 

この基準は、平成２８年４月１日から施行する。 

 


